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【徳島地裁H16.1.30判決］（徳島県の事例）

本件旅行は、酪農、 Bs E、高齢者福祉及び港湾に関する実情の調査研究をする

【場所】オーストラリ ことを一応の目的としており、これらの調査事項が地方公共団体の行政において重

7フ（シドニー〉、シンガ 要な問題であることに鑑みれば、その目的は地方行政との関連において合理性が認

ポール められ、一概に不必要であるということはできない。

【目的等】酪農、 Bs そじて、本件旅行の旅行内容についても、視察先としてシドニーでは牧場、高齢

E、高齢者福祉、港 者福干i防包設等を訪問して関係者から説明を受け、シンガポールでは港湾局を訪問し

j蓄に係る調査 たり、港湾施設を見学するなど、一応前記目的に沿ったものということができる。

司圃 また、旅行費用の面でも、明らかに社会通念上相当な範囲を超えて高額であるとま

ではいい難い。

したがって、本件旅行については、これを公益性のない旅行ということはでき

ず、被告C会が本件交付金をその費用に充てたことは違法とはいえない。

【徳島地裁H16.1.30判決】（徳島県の事例）

本件旅行は、市町村の町づくりの取り組みゃ町並み保存のための施策、観光行政

等の調査研究を一応の目的としており、これらの調査項目は、地方公共団体の行政

【場所］イタリア（フィ において重要な問題であるから、その目的自体は地方行政との関連において合理性

レジツ工、ナポリ、ポン が認められ、一概に不必要であるということはできない。

ペイ等〉 しかしながら、本件旅行の行程は、フィレンツエ、ナポリ、ポンベイ、ローマの

【目的等】まちづくり 市街、遺跡等を視察したものであるが、その問、各都市の地方自治体、その他都市

の取組、町並み保君子 計画キ犠光行政に関連する施設を訪れることもなく、通訳を付けて市街地、遺跡等

施策、観光行政等の のいわゆる観光地とされる場所を見物したにとどまるものであり、本件旅行の内容

調査 は、およそ前記目的に沿ったものとはしw、難い。しかも、議員のうち2名は途中で

当｜全額達制
所用のため帰国するなど、本件旅行の必要性についても疑問がある。

以上によると、本件旅行は、実質的には遊興目的ではないかとの疑念を生じさせ

かねないものであり、合理的必要性があったとは認められず、公益性を欠くものと

いわざるを得ない。したがって、被告B会が本件交付金を本件旅行の費用に充てた

ことは、本件交付金の趣旨に反し、違法である。

【場所】アメリカ〈デ卜 【青森地裁H19目5.25判決（仙台高裁H19.12.20判決支持）】（青森県弘前市の事例）

ロイト等） 調査旅費として支出したとする 34万8000円については、その全額が第87回ラ

【目的等】ライオンズ イオンズクラブ国際大会デトロイト大会への参加のための海外旅行費用であり、そ

クラブ国際大会への の目的からして明らかに個人的な旅行であるといえる上、その行程をみても、デ、ト

参加 ロイト市内観光やナイアガラ観光、ラスベガスでの終日自由行動等、単なる観光旅

司l会事躍；：調 行であるといわざるを得ないものであるから、その全額を使途基準に合致しない支

出であると認める。

【場所】ドイツ（シユト 【静岡地裁H20.9.19判決（東京高裁H21.3.19判決支持）］（静岡県浜松市の事例）

ウツトガルト〕、フラン 浜松市は（略）、中心市街地が衰退していることから、市民クラブは、都市計画

ス（パリ〕、ハンガリ による中心市街地活性化の参考とするため、人口が約 59万人で、かっ、ポノレシ

一（工ステルゴム〉 ェ、メルセデ、スベンツの本社工場があるなど、岡市と似通った状況にある上、当時

【目的等】中山市街地活 の浜松市長が都市計画のモデ、ルとしていたシュトワットガルト市を本件旅行①の視

性化、少子化対策、 察対象とした。（略）

海外進出企業調査 また、市民クラブは、市の少子化対策に生かすことができる政策を研究するた

司圃 め、家族政策等により出生率が上昇したパリ市を本件旅行の視察対象とした。

（略）
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【場所】スウェーデン

〔ストックホルム、ヴヱ

クショー〕

【目的等】森林資源活

用、水質活染等の環

境対策の調査

司匿

【場所】サイパン島

【目的等】側滋賀県遺

族会主催の戦跡慰霊

巡拝

当圏

さらに、浜松市は、岡市から多くの企業料毎外に進出し、また岡市自体にも外国

人労働渚が多いことから、市民クラブは、海外進出企業の現地駐在員の状況、課

題、問題点等を把握するため、岡市に本社があるスズキ株式会社の現地法人マジャ

ールスズキ社があるエヌテノレゴム市を本件旅行の視察対象とした。（略）

本件旅行は、主に、都市計画による中心市街地の活性化、少子化対策、海外支出

企業の現地駒主員が抱える問題点等の把握の参考とする目的で行われたものと認め

られる。

また、本件旅行の行程に照らし、参加議員が訪問した対象及び当該訪問場所にお

ける視察内容は、いずれも上記調査目的と密接に関連する施設等の見学及び現地担

当者からの説明であったと認められる。

そして、細鈴木件旅行実施後、視察報告書が一応作成されている。

以上の事情を総合すると、（略）本件旅行に向けた事前鞠請がほとんどなく、各

視察先の選定について十分な調査、検討があったとは評価し難いことを考慮しても

なお、本件旅行が鶴見的にみて調査研究としての実質がなかったとまでは認めるこ

とができない。

【静岡地裁H20.9.19判決（東京高裁H21.3.19判決支持）】（静岡県浜松市の事例）

浜松市は、（略）周辺の 11市町村と合併したことにより、その約 70パーセント

が山間部となったことから（略）、その森林資源の活用及びこれによる過疎化の防

止のため、木材資源を活用した地域暖房、発電施設等、世界で最も木材資源の活用

が進み、また、エタノールを使用した新自動車等の環境対策 α見化石燃料施策）に

もカを注いでいるグェクショー市を本件旅行の視察対象とした。

また、浜松市は、当時5年連続で汚濁度全国1位の佐鳴湖を抱えていたことから

細書）、その浄化対策の参考とするため、環境対策により水質環境の汚染改善に成

功したメラレン湖のあるストックホルム市を本件旅行の視察対象とした。

（略）本件旅行は、森林資源の活用及び水質汚染の環境対策の参考とする目的で

行われたものと認められる。（略）

さらに、本件旅行の行程に照らし、参加議員が訪問した対象及び当蘭方問場所に

おける視察内容は、いずれも上記調査目的と密接に関連する施設等の見学及び現地

担当者からの説明であったと認められる。

そして、（略）本件旅行実施後、詳細f必見察報告書が作成されている。

以上の事情を総合すると、本件旅行が客観的にみて調査研究としての実質がなか

ったとは認めることができない。

【大津地裁H21.5.19判決（大阪高裁H21.12.24判決支持）】（滋賀県の事例）

滋賀県が、戦没者遺族、戦傷病者等の援護を施策とし、慰霊巡拝事業等を主催す

る滋賀県遺族会等の援護団体に対して補助金等を交付し 滋賀県遺族会が主催する

慰霊巡拝事業の後援をしていたことからすれは補助参加入らがサイパン島戦助：慰

霊巡拝に参加したことは、滋賀県政と関連性を有する。

【場所】アメリカ（ラス l【大津地裁H21.5.19判決（大阪高裁H21.12.24判決支持）】（滋賀県の事例）

ペガス〉

【目的等】震畜産業等

の県の産業の活性化

に係る調査

詩画

滋賀県では農畜産業の活性化が課題とされていたところ、補助参加入は、滋賀県

の名産品である近江牛や近江米を輸出することで、農畜産業をはじめとする滋賀県

の産業を活性化させようと考え、近江牛や近江米の輸出を実現するべく、イベント

の実施など、その方策を調査・検討するために本件視察を行ったものであるから、

本件視察は、滋賀県政と関連性を有する。

2 

y一一

、多



【東京高裁H22.3.23判決（最高裁H22.BA上告不受理）】（茨城県かすみがうら市の事例）

【場所】タイ〈ブーケッ
本件視察の目的が（略）大地震による津波等の被害状況や復興状況等を視察して

ト島〉
市政に反映させることにあり、市政との関連性も有し、現実に被災地に赴いて被害

状況や復興状況等を君臨、し、その状況を写真に撮影して報告書とともに議長宛に提
【目的等】津波等の被

出していること、その結果、本件議員ら（略）は、経済的にいい状況にない日本が
害状況、復興状況等

あえて他国を援助していく必要性を再認識し、災害復興には、物理的被害だけでは
の調査

なく、精神的な打撃からの回復も重要な行政上の課題となることを実感するなど、

司瞳量 本件視察が今後の市政に生かされる可能性を有し、それなりの成果があったものと

認められる。そうすると、本件視察では、調査研究の必要性や合理性がなく、その

実質がないという控訴人の指摘は理由がない。
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2 
議員派遣（海外視察）の実施状況等について

都市名 実施の有無
実施要件

議会の承認形態
実施している都市における

政に務よる活実動施費（回数・旅費限度額） 公費の支給範囲

原員lj1回、
議決（緊急時、閉会中

横浜市 。 2期以上 12 0万円、 。
l期（ 2年以上） 6 0万円

は議長決裁）

札幌市 0 （凍結）
原則 1回実施

議長において決定 。
80万円

仙台市 × 。
回数制限なし

議決
さいたま市 。

7 0万円
※閉会中の申請なし 。
（緊急時は議長決裁）

千葉市 0上な（予し算）計 回数制限なし 議決（緊急時、閉会中 。
8 0万円 は議長決裁）

議決
旅費条例等に準じ、

原則 1回実施
川崎市 。

80万円
※閉会中の申請なし －鉄道賃、船賃、航空賃、草賃 x 
（緊急時は議長決裁）

・日当、宿泊料、食卓料
相模原市 × 。

・雑費
5 0 0万円程度の予算内、

新潟市 。海外視察企画委員会の諮問
議決

「視察料金、通訳料金、旅券 。
を経て実施 交付手数料、査証手数料、
（回数制限はなし） 外貨交換手数料、空港手数

料J
静岡市 x 

「添乗員同行費j
。

浜松市 x 
「入出国税J

。
名古屋市 。 1回実施

議決 「予防注射料」 。
1 0 0万円

京都市 。回数制限なし 議決（緊急時、閉会中 「航空保険料」 。
1 0 0万円 は議長決裁）

l回実施 「燃油特別付加運賃J

大阪市
0 （要件は

※1前2任0期万で円の事件
議決 。

検討中） について支給

堺市 。 1回実施
議決 。

1 0 0万円

神戸市 × 。
岡山市 。 l回実施

代表者会議で決定 。
5 0万円

広島市 。 1回実施 議決（緊急時、閉会中 。
8 0万円 は議長決裁）

任期中全議員の1/3が実施
議決（緊急時は議長決

北九州市 。
8 0万円 裁※）閉会中の申請なし

。
福岡市 。 2回以内実施 議決（緊急時、閉会中 。

8 0万円（議員当たり） は議長決裁）

ム（友好都
議決（緊急時、閉会中

熊本市 市等の招璃 旅費条例等の規定通り支給 x 
時のみ）

は議長決裁）



3 
横浜市会における海外視察実績

年 度 年間 経費 実施人数 1人当たり平均経費 備考

平成 19年度 8, 400, 00 0円 7人 l, 200, 00 0円

平成20年度 23, 631, 187円 2 0人 1 ' 1 8 1 ' 5 5 9円

平成21年度 3, 599, 094円 6人 599, 849円 l期議員

11, 524, 881円 1 0人 1, 152, 488円

平成22年度

2, 394, 025円 4人 598, 506円 l期議員

平成23年度 19, 162, 185円 1 6人 1, 197, 636円

平成24年度 5, 925, 015円 5人 1, 185, 003円



大分類「（5）議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討項目の方向性・取り組み（案）
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．中分類①政治倫理、報酬、政務調査費

－横浜市の議員報酬は、全国の
市町村で最高となっている（名
古屋市と大阪市は現在減額
中）。厳しい財政状況のなか、
議員も身を削るべきだとの声が
あがっているが、身を削るのな
ら議員定数の削減ではなく議員
報酬の削減が有効である。 （共
産）
・.lE副委員長報酬の見直し（廃
止等） （ヨコ会）
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－議員活動の制度的支援（公
明）

－議員活動の制度的支援
なし

0費用弁償として実費相当の支給について検討
すべき

・議員活動の制度的支援
地方自治法の改正により、新たな政務活動費

の範囲において、議員の調査研究その他の活動
に資する経費の一部が対象となったが、その
他、公費における新たな制度的支援については
法的に難しいことから、現行どおりとすること
でどうか。

d政務調査費 ｜【交付額1 5 5万円／月
．政務調査費の使途基準
（民主｝ ｜【公開している帳票類］
－政務調査費のあり方（公明） ｜ 収支報告書と l円以上の領収書写
・政務調査費は、きちんと議員
活動を行うために、調査を行
い、市民に報告するために必要
なものであるが、その一方で第
二の報酬などともいわれてお
り、市民合意が得られていると
は思われない部分がある。
（共産）

面方自治法Oづ改正lど伴う1議蚕吾妻貢蚕での
協議結果に基づき、 2月 27日の本会議で横浜
市会政務調査費の交付に関する条例が一部改正
され、新たに政務活動費として使途基準が条例
に明記されたこと。また、すべての領収書の写
しを公開していることから、現行どおりとする
ことでどうか。

0市民が見やすい領収書等の公開場所について
検討すべき。



e.議頁来車 ｜（横E師会議員の薄芥夜蚕取扱し妻橋
．海外視察の公費負担のあり方｜・資格要件
（公明） ｜ 任期中（原則として1回）海外視察を
・現在、議員1人あたり 1期41実施できる。ただし、議員としての経歴
年間で120万円、 1期目の議員 lが2年に満たない期間は除く。

－責落要扉
O議員としての経歴が2年に満たない期間は、
実施できないとしている要件を見直し、 1年
目から実施できるようにする。

は3年目以降60万円を限度とす｜ I .旅費

~~益支雰~~主主詰Z話査｜鷺の限度額は四万円とする げ lo1期議員の旅費限度額を2期以上の議員と同
することは横浜市政のために役｜し、 l期の議員は60万円とする。。 ーl額とする。
立つ場合もあるが、そうであれ｜ 10政務活動費を充てることについて検討する。
ば、 1期の議員は60万円を限度卜報告書の公開 IO海外視察費の使途基準を示すべき
とするという差別があるのはお｜ 市民情報センターに配架及びホーム ． 
かしい。近年、地方財政は厳し｜ベージに掲載し、市会での情報共有を図I.報告書の公開
い状況におかれ、観光まがいの｜るとともに、市民に公開している。 I 市民への情報提供及ひ議員聞での情報共有を
海外視察に対して市民の批判が 1 1図るため、市民情報センターに配架及びホーム
あがっており中止・凍結してい｜（運営委員会での協議結果〉 1ページに掲載していることから、現行どおりと
る議会が多い。 （共産） I 平成22年12月8日開催の運営委員会に Iすることでどうか。

干；議員定薮

・中分類②研修

おいて「海外視察については、その必要
性から引き続き実施する意義はある。ま
た、視察経費や、視察後の広報のあり方
等については、必要に応じ改選後に協議
する。

【現行の議員定数】 l議議員定数については、遅くとも平成26年第4
86人（H23年改選において92人→－＞86人 l固定例会までに団長会議及び市会運営委員会に

※地方自治法第91条において、市田丁村の lおいて、平成22年国勢調査の確定値に基づく新
議会の議員の定数は条例で定めることと lたな各選挙区選出議員数を決定し、条例の改正
規定されている。 （定数上限撤廃） 長行う必要があることを確認することでどう

2 

色、

長夜蔭あ爾度両否亙置有B'
議長の承認を得て行う議会の公式なものとし

てはどうか。
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政令指定都市における区地域協議会制度の活用状況
5 

1 区地域↑綴義会制度

地方自治法は、住民及び地域に根ざした諸団体等の主体的な参加と協働活動を通じて、多様な

意見の調整、身近な地域づくりなどを行うことを目的として、地減協議会制度を規定している

［＜断自1台
第252条の20 第6項 ｜ 

! 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区組蛾協議会を置くことができる。 （以下略）

［参考］

第202条の4 第1項

市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させっつこれを処

理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

第202条の5 第1項

員出或自治区に、生出或協議会を置く。

2 地方自治法第252条の20第6項に基づく「区地域協議会」の設置都市【2市】

都市名 組織の名称 委員構成健劉 主な役割 設置根拠

新潟市 区自治協議会 . ±昔話或コミュニティ ・当該区域に係る市長等か 新潟市自治協

協議会の構成員 らの諮問事項に対する答申 議会条例

－学識経験者 －当該区域の事項（総合計 （側紙1》

・公募による者等 画等）に係る意見陳述

（各区30人以内）

浜松市 区協議会 －区協議会が選定し －当該区域に係る市長等か 浜松市区及び

た公共的団体等から らの諮問事項に対する答申 区協議会の設

推薦された者 －当該区域に係る市政全般 置等に関する

・公募による者等 に関し、市長等に対する建 条例

（各区20人以内） 議・要望 （句リ紙2》

3 地方自治法によらない協議会等（名称：区民会議、区民懇話会等）の設置都市

（割列・規則・市の要綱により設置されたもの） 【5市】

都市名 組織の名称 委員構成（定数） 主的姻 設置根拠

川崎市 区民会議 －団4料金薦 －出掛土会の課題解決を図 川崎市区民会

・公募による者等 るための方章博の調査審議 議条例

（各区20人以内）

相模原市 区民会議 －区内公益的活動団 －区の預彊（まちづくり） 附属機関の設

体から推薦された者 等について協議 置に関する条

－者哉経験者 －協議結果を答申又は意見 ｛列

・公募による者等 を建議

（各区25名以内）

＜裏面あり＞
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都市名 組織の名称 委員構成（定数） 主な役割 設置根拠

静岡市 区民怨言在会 －市内全域を活動区 • J出或の諸問題、区の魅力 育制司市区民懇

域とする団体代表者 づくり事業等の事項につい 話会設置要綱

－区民 C公募） 等 て審議し区長に提案

（各区10人程度）

大阪市 区政会議 ・公益活動団体から －区政運営及び区において 区における総

の推薦者 実施される事務事業につい 合行政の推進

・公募による者等 て意見を述べ、区政を評価 に関する規則

（定観見定なし）

神戸市 区民まちづくり －自治会、 NPO、 －各区で、定めた活動テーマ 区民まちづく

会議 大学関係者等 に関する企画検言樽 り会議設置要

（各区50名） －市政、区政に対する提言 綱

4 その他

( 1 ) 「区の要綱Iで協議会等を設置している都市【7市】

医重重量・儲L幌市②仙台市③さいたま市儲古屋市⑤堺市⑥京都市

巨亘薗倒気浜市回会議胸囲：鶴見区神奈川区保土ケ谷区青葉広瀬浴囚

（地域協議会｛l囚：泉区）

(2) 「市の要綱Jを根拠に協議会等を設置しているが、 「小学校区J単位である都市【2市】

倒富岡市儲号本市

(3）協議会等を設置していない都市【4市】

①千葉市 ②岡山市③広島市④北九州市

匿ヨ
「重量が区において市民や区長とともに活動し、市政に反映する仕組み」を導入している都市

①横浜市…区づくり宇髄横浜市会議員会議（平成6年5月設置）

※「個性ある区づくり推進費」創設を契機に、区と議員の意見交換・協議の場

⑫｜｜崎市－市議・県議団室挙区の区民会議に出席、区民会議参与として必要な助言が可能

212 



0新潟市区自治協議会条例

（設置）

噴き坊主唱
部品V λ~ J. 

平成18年12月21日

条例第74号

第1条 市民と市とが協勤して地域のまちづくりその他の課題に取り組み，住民自治の推進を図るた
め，地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第252条の20第6項の規定に基づく区地

域協議会として，区ごとに区自治協議会を置く。

2 区ごとに置く区自治協議会の名称は，型去に掲げるとおりとする。

〔組i織）
第2条 区自治協議会は，委員30人以内で組織する。ただし，人口（法第254条に規定する人口をい

う。）が10万人を超える区においては，その超える数がl万人を増すごとにl人を30人に加えた人数
以内で組織するものとする。

2 委員は，区の区域内に住所を有する者（筆l呈又は笈2支に該当する者にあっては，区の区域内に主

たる事務所を有し，活動する団体が当該団体を代表する者として選出する者を含む。以下「区民
等」という。）で，盗2企呈のいずれかに該当するもののうちから，市長が選任する。

(1) 地域コミュニティ協議会（主として小学校又は中学校の通学区域内に居住し，又は所在する住
民及び自治会，町内会その他公共的団体等で構成された地域の課題に取り組むための活動の主体

となる組織をいう。）がその構成員のうちから選出する者

(2) 公共的団体等（草草の地域コミュニティ協議会を除く。）がその構成員のうちから選出する者
(3) 学識経験者

（心公募による者
(5) 益企主に掲げる者のほか，市長が必要と認めた者

3 市長は，益基の規定による委員の選任に当たっては，委員の構成が区民等の多様な意見が適切に

反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

（委員の任期等）
第3条委員の任期は， Z年とする。ただし，増員，辞職等に伴い，新たに選任されることとなる委員

の任甥は，他の委員の残任期間とする。
2 市長は，委員を原則としてl回に限り再任することができる。

3 委員は，区民等でなくなったとき，又は並会室主亙.Ml孟若しくは筆2圭に該当する者として選任さ
れた者にあっては，その者を選出した団体の構成員でなくなったときは，その職を失う。

（委員の解任）

第4条 市長は，委員が迭金全呈のいずれかに該当するときは，当該委員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため，職務を行うことができないと認めるとき。

(2) 鼠長に規定する場合のほか，その職に必要な適樹宝を欠くと認めるとき。
（委員の報酬及び費用弁償）

第5条委員には，報酬を支給しない。

2 委員が区自治協議会の会議（以下「会議」という。）に出席し，又は委員の職務として規則に定め

る職務を遂行したときは，日額3,000円を費用弁償として支給する。
3 委員が職務のため出張したときは，新潟市非常勤職自の報酬及TF春用＃償に閣する条例［昭和36年

新潟計条例第4号〕 ~I]表第2に定める費用を弁償する。

（会長及び副会長）

第6条 区自治協議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は，委員の任期とする。

3 会長は，区自治協議会の事務を掌理し，区自治協議会を代表する。

4 副会長は，会長が欠けたとき，又は会長に事故があるときは，その職務を代理する。

5 区自治協議会は，会議において出席委員の3分の2以上の者の同意があるときは，会長又は副会長

を解任することができる。

（区自治協議会の役割等）

第7条 区自治協議会は，区民等の参画を通じて，多様な意見を調整し，その取りまとめを行い，区

民等と市との協働の要となるよう努めるものとする。

2 区自治協議会は，次に掲げる事項のうち，市長その他の市の機関により諮問されたもの文は必要

1/2ページ



と認めるものについて，審議し，市長その他の市の機関に意見を述べることができる。

(1) 区役所が所掌する事務に関する事項

(2) 誼主主に掲げるもののほか，市が処理する区の区域に係る事務に関する事項
(3) 市の事務処理に当たっての区民等との連携の強化に関する事項

3 市長は，次に掲げる事項のうち，区の区域に係るものを決定し，又は変更しようとする場合にお

いては，あらかじめ，当該区の区自治協議会の意見を聴かなければならない。

(1) 総合計画及びこれに準ずる計画に関する事項

(2) 区役所が所管する公の施設の設置及び廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項

(3) 区役所が企画立案を行う施策のうち，市長が定める事項

4 市長その他の市の機関は，菌主翠の意見を勘案し，必要があると認めるときは，適切な措置を講じ

なければならない。
（会議の招集）

第B条会議は，会長が招集する。

2 会長は，委員の4分のl以上の者から会議の招集の請求があるときは，会議を招集しなければなら

ない。

（会議の運営）

第9条会長は，会議の議長となる。

2 会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

4 会議は，公開で行うものとする。ただし，議長が必要と認めるときは，会議に諮った上で公開し

ないことができる。
5 会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見を求めることができ

る。
（連絡調整）

第10条 区自治協議会は，規則で定めるところにより，他の区自治協議会との連絡調整を行うものと

する。

（庶務）
第11条 区自治協議会の庶務は，当該区自治協議会が置かれる区の区役所で処理する。

（委任）
第12条三丘ゑ忽lに定めるもののほか，区自治協議会の運営その他必要な事項は，規則で定める。

附則
.{;22金創は，平成19年4月1日から施行する。

別表（第1条関係）

名称

北区自治協議会

東区自治協議会

中央区自治協議会

江南区自治協議会

秋葉区自治協議会

南区自治協議会

西区自治協議会

西蒲区自治協議会
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0浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例

（趣旨）

参 考2

平成18年12月l日

浜松市条例第78号

第l条三2会ill_は、区の設置並びに区の事務所の名称、位置及び所管区域に関し必要な事項を定め

るとともに、地域住民の意見を行政運営に反映させ、地域における市民協働を推進し、もって住民

自治の推進を図るため設置する区協議会に関し必要な事項を定める。

（平21条例48・全改）

（区の設置）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の20第I項の規定に基づき、本市の区域を分けて、

次の区を設ける。
(1) 中区

(2) 東区

(3) 西区

(4) 南区

(5) 北区

（日） 浜北区

(7) 天竜区

2 益基の区の区域は、足屋筆よのとおりとする。

（区の事務所）

第3条地方自治法第252条の20第2項の規定による区の事務所（以下「区役所」という。）の名称、位

置及び所管区域は、型屋筆互のとおりとする。

（区協議会の設置）

第4条地方自治法第252条の20第6項の規定に基づく区地域協議会として、区ごとに区協議会を置

く。
（平21条例48.一部改正）

（区協議会の名称及び区協議会委員の定数）

第5条 区協議会の名称及び区協議会の構成員（以下「区協議会委員Jという。）の定数は、足底室主の

とおりとする。

2 区協議会委員の定数を変更しようとするときは、当該区協議会の意見を聴かなければならない。

（区協議会委員の選任）

第6条 区協議会委員は、規則で定める占ころにより、区の区域内に住所を有する者のうちから市長

が選任する。

2 市長は、区協議会委員の選任に当たっては、公平性、透明性、当該住民の多様な意見の適切な反

映及び地域の事情に配慮しなければならない。

（区協議会委員の任期）

第7条 区協議会委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の区協議会委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

2 区協議会委員は、再任することができる。この場合において、再任は、 l回限りとする。

（平21条例48・一部改正）

（区協議会の会長及び副会長）

第B条 区協議会に会長及び副会長l人を置く。

2 会長及び副会長の任期は、区協議会委員の任期による。

3 会長は、区協議会の事務を掌理し、区協議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会長及び副会長の選任及び解任）

第9条会長及び副会長は、区協議会委員の互選により定める。

'2 市長は、盗2企呈のいずれかに該当するときは、会長及び副会長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき。

(2) 職務上の義務違反があると認めるとき。

(3) 誼£：！主に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くものとして、区協議会に出席する区
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協議会委員の3分の2以上の同意があるとき。

（区協議会の責務）

第10条 区協議会は、当該区内の住民及び諸団体等の多様な意見の調整を行い、地域における市民協

働活動の要となるよう努めるものとする。

（平23条例46・全改）

（区協議会の権限）

第11条 区協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要

と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。

(1) 当該区の区役所が所掌する事務に関する事項

(2) 盟主に掲げるもののほか、市が行う当該区の区域に係る事務に関する事項

(3) 市の事務処理に当たっての当該区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 市長は、 ;;JQ会忽lに定めがあるもののほか、次に掲げる市の施策に関する重要事項であって、区

の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、区協議会の意見

を聴かなければならない。

(1) 新市建設計画に関する事項

(2) 合併協議会における協議事項その他その協議に係る重要な事務事業に関する事項

(3) 基本構想及び総合計画その他これらに準じるものとして市長が認める計画に関する事項

(4) 区役所に係る予算編成に関する事項

(5) 大規模な組織改編に関する事項

(6) 区の区域内における、庁舎その他の公用施設及び当該区域の住民生活に密接に関連する公の

施設の設置又は廃止に関する事項

(7) 益企呈に掲げるもののほか、規則で定める重要な事項

3 教育委員会は、区に係る学校の統廃合、通学区域その他の教育に関する重要な事項を決定し、又

は変更しようとする場合においては、あらかじめ、区協議会の意見を聴かなければならない。

（平21条例48・平23条例46・一部改正）

（市及び市長等の責務）

第12条 市は、区協議会の運営について必要と認める予算上の措置を講じるものとする。

2 市長その他の市の機関は、藍象企翠の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を

講じなければならない。

3 市長その他の市の機関は、菌象企王互に規定する事項その他市攻に関する事項について、区協議会

に対する情報の提供に努めなければならない。

（平23条例46・一部改正）

（区協議会の会議）

第13条 区協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、区協議会委員の4分のl以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなけ

ればならない。

3 会議は、区協議会委員の半数以上の者が出席しなければ聞くことができない。

4 会議の議事は、出席する区協議会委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

5 逝去の場合においては、議長は、区協議会委員として議決に加わる権利を有しない。

6 ~是正Eの規定にかかわらず、規則で定める重要事項は、出席する区協議会委員の3分の2以上の同意
をもって決するものとする。

7 会長は、必要があると認めるときは、区協議会委員以外の者に対し、会議に出席して行う説明又

は助言、資料の提出その他の協力を求めることができる。

8 益金！！に掲げるもののほか、会議の運営について必要な事項は、規則で定める。

（平21条例48・一部改正）

（区協議会の委員会）

第14条 区協議会は、その事務の一部について審議させるため、議決により委員会を置くことができ

る。

2 薗！！の委員会の委員は、区協議会委員のうちから区協議会において選任する。

3 盈！！に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区協議会が定める。
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（区協議会の庶務）

第15条 区協議会の庶務は、当該区の区役所において行う。

（連絡調整）

第16条 区協議会は、規則で定めるところにより、区協議会相互の連絡調整を行うものとする。

（平21条例48・旧第29条繰上・一部改正）

（区協議会の権限と他の附属機関の権限等との調整）

第17条 市長は、盆11盆筆2重の規定にかかわらず、法令又は条例の規定により設置した他の附属機

関への諮問、法令、条例その他の規程の規定による公聴会又は意見公募手続その他これらに準じる

手続を行う場合においては、区協議会の意見を聴かないことができる。

（平21条例48・旧第31条繰上・一部改正）

（委任）

第18条よ企会忽lに定めるもののほか、 ;;,_g2_会忽lの施行について必要な事項は、規則で定める。

（平21条例48・！日第32条繰上）

附則

（施行期日）

1 ;;,_g2_会mtは、平成19年4月 1 日から施行する。ただし、血血血2翠から~までの規定は、公布の
日から施行する。

（浜松市地域自治区の設置等に関する条例の廃止）

2 浜松市地域自治区の設置等に関する条例（平成17年浜松市条例第40号）は、廃止する。

（準備行為）

3 筆車会盆l王室及び筆認会盆1f!の規定による区協議会委員及び地域協議会委員の選任並びにこれらに

関し必要なその他の行為は、よ2会mtの施行の目前においても、これらの規定の例により行うこと

ができる。

4 ＿，－；；＿丘ゑ忽lの公布の際現にされている血副盆主.:i:.!iの規定による廃止前の浜松市地域自治区の設置等に

関ナる条例（以下「旧条例」という。）第5条第l項の規定による地域協議会（浜松地域協議会及び浜

北地域協議会を除く。）の構成員の選任（補欠の構成員の選任を除く。）に係る行為は、当該地域協

議会と同ーの区域に置かれる地域協議会の地域協議会委員の選任について、誼Z亘の規定により行わ

れているものとみなす。

5 ＿，－；；＿皇室盈lの公布の際現にされている旧条例第5条第l項の規定による浜北地域協議会の構成員の選

任（補欠の構成員の選任を除く。）に係る行為は、浜北区協議会の区協議会委員の選任について、 E仕
且島;J..:i:.!iの規定により行われているものとみなす。

（会議の招集の特例）

6 ;;,_g2_ゑ忽lの施行後最初に行われる区協議会及び地域協議会の会議は、第品会第よ裏嘩語会におい

て準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、市長が招集する。

附則（平成21年2月27日浜松市条例第l号）

この条例は、平成21年3月l日から施行する。

附則（平成21年9月4日浜松市条例第48号）

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月l日から施行する。

附 貝u（平成22年2月25日浜松市条例第l号）
この条例中第l条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法（昭和22年法律第67号）第9条の2

第6項において準用する同法第9条第6項の規定による告示の日（平成22年3月16日）又はこの条例の公布

の日のいずれか遅い日から施行する。

附則（平成22年6月17白浜松市条例第34号）

1 この条例は、平成22年10月4日から施行す否。

2 浜松市佐久間・水窪霊きゅう自動車条例（平成17年浜松市条例第231号）の一部を次のように改正す

る。
（次のよう賂）

附則（平成23年9月29日浜松市条例第46号）

この条例は、平成24年4月l日から施行する。

別表第1（第2条関係）

（平21条例1・平22条例1・一部改正）
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区

中区

東区

西区

南区

区域

池町田町板屋町東田町木戸町相生町中島町名塚町富吉町天神町領

家一丁目領家二丁目領家三丁目 中島一丁目 中島二丁目 中島三丁目 中島四丁

目 向宿一丁目 向宿二丁目 向宿三丁目佐藤一丁目佐藤二丁目佐藤三丁目 中

央一丁目 中央二丁目 中 央 三丁目松城町高町中山町三組町鴨江町西伊場

町南伊場町和地山一丁目和地山二丁目和地山三丁目 宮塚町和合町泉町

高丘町鴨江一丁目鴨江二丁目 鴨江三丁目鴨江四丁目文丘町布橋一丁目布

橋二丁目布橋三丁目広沢一丁目広沢二丁目広沢三丁目鹿谷町山手町規塚

一丁目規塚二丁目規塚三丁目規塚四丁目泉一丁目泉二丁目泉三丁目泉四

丁目佐鳴台一丁目佐鳴台二丁目佐鳴台三丁目佐鳴台四丁目佐鳴台五丁目佐

鳴台六丁目葵東一丁目葵束三丁目 西E町葵東三丁目高丘東一丁目 高丘東二

丁目 高丘束三丁目 高丘東四丁目 高丘東玉丁目 高丘西一丁目 高丘西二丁目 高

丘西三丁目 高丘西四丁目 高丘北一丁目 高丘北二丁目 高丘北三丁目 高丘北四丁

目葵西一丁目葵西三丁目葵西三丁目葵西四丁目葵西五丁目葵西六丁目花

川町神明町肴町連尺町紺屋町利町伝馬町鍛冶町旭町千歳町大工町

栄町元魚町旅鐙町平田町塩町成子町菅原町海老塚町砂山町北寺島

町寺島町龍禅寺町浅田町森田町春日町神田町瓜内町（1番地から1813番地

までを除く。） 法枝町（1番地から210番地まで） 東伊場一丁目 東伊場二丁目 西浅田

一丁目 西浅田二丁目 上浅田一丁目 上浅田二丁目 南浅田一丁目 南浅田二丁目

海老塚一丁目海老塚二丁目元 城 町 尾 張 町 元 目 町 北 田 町 常 盤 町 早 馬 町 下

池川町中沢町山下町元浜町八幡町野口町船越町細島町茄子町新津町

助信町曳馬町十軒町早出町城北一丁目減北三丁目減北三丁目住吉一丁

目住吉二丁目住吉三丁目住吉四丁目住吉五丁目幸一丁目幸二丁目幸三丁

目幸四丁目 幸玉丁目萩丘一丁目萩丘二丁目萩丘三丁目萩丘四丁目萩丘五

丁目 小豆餅一丁目 小豆餅二丁目 小豆餅三丁目 小豆餅四丁目 高林一丁目 高林

二丁目 高林三丁目 高林四丁目 高林五丁目 上島一丁目 上島二丁目 上島三丁目

上島四丁目 上島五丁目 上島六丁目 上島七丁目 曳馬一丁目 曳馬二丁目 曳馬

三丁目 曳馬四丁目 曳馬五丁目 曳馬六丁目

植松町将監町神立町西塚町上西町丸塚町上新屋町宮竹町大蒲町子安

町和田町天龍川町篠ケ瀬町北島町薬師町薬新町安新町安間町材木町

龍光町長鶴町白鳥町松小池町中里町中野町国吉町上石田町市野町

小池町中田町原島町天主町 下 石 田 町 笠 井 町 笠 井 上 町 笠 井 新 田 町 豊 町

豊西町恒武町貴平町常光町流通元町中郡町西ケ崎町大島町大瀬町積

志町有王北町有宝南町有玉西町半田町有玉台一丁目有玉台二丁目有玉台

三丁目 有玉台四丁目 半田山一丁目 半田山二丁目 半田山三丁目 半田山田丁目

半田山五丁目 半田山六丁目

西山町神ケ谷町大久保町神原町入野町西鴨江町志都呂町伊左地町佐浜

町大人見町古人見町和地町湖東町大山町和光町深萩町平松町呉松町

白洲町舘山寺町庄内町協和町庄和町村櫛町篠原町坪井町馬郡町大

平台一丁目 大平台二丁目 大平台三丁目 大平台四丁目 桜台一丁目桜台二丁目

桜台三丁目桜台四丁目桜台五寸目 桜台六丁目 舞阪町舞阪舞阪町長十新田舞

阪町浜田舞阪町弁天島雄踏町宇布見雄踏町山崎雄踏一丁目 雄踏二丁目 これ
らの町字に隣接する浜名湖

渡瀬町三和町飯田町青屋町鶴見町新員町大塚町下飯田町頭陀寺町本

郷町西伝寺町安松町石原町金折町老同町古川町立野町四本松町芳川

町恩地町参野町都盛町大柳町胤野町御給町下江町富屋町西町東町

長田町向輪町三新町江之島町西島町福島町松島町遠州浜一丁目遠州

浜二丁目遠州浜三丁目遠州浜四丁目楊子町三島町瓜内町（1番地から1813番地
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まで） 白羽町中田島町寺脇町福塚町法枝町（1番地から210番地までを除く。）

田尻町新橋町堤町米津町 小沢渡町倉松町卸本町高塚町増楽町若林町

東若林町

北区 ｜初生町三方原町東三方町豊岡町三幸町大原町都田町滝沢町鷲沢町根
洗町新都回一丁目新都回二丁目 新都国三丁目新都田四丁目新都田五丁目細

江町小野細江町気賀細江町中川細江町広岡細江町三和引佐町井伊谷引佐町

伊平引佐町奥山引佐町金指引佐町狩宿引佐町川名 引佐町黒淵引佐町渋川

引佐町四方浄引佐町白岩引佐町田沢引佐町田畑引佐町栃窪引佐町兎荷引佐

町西久留女木引佐町西黒田 引佐町花平引佐町東久留女木引佐町東黒田 引佐町
別所引佐町的場引佐町三岳引佐町谷沢引佐町横尾三ヶ日町字j志三ヶ日町大

崎三ヶ日町大谷三ヶ日町岡本三ヶ日町上尾奈三ヶ日町駒場三ヶ日町佐久米

三ヶ日町下尾奈三ヶ日町只木三ヶ日町都筑三ヶ日町津々崎三ヶ日町釣三ヶ日

町鶴代三ヶ日町日比沢三ヶ日町平山三ヶ日町福長三ヶ日町木坂三ヶ日町摩詞

耶 三ヶ日町三ヶ日 これらの字に隣接する浜名湖及び猪鼻湖

浜北区｜寺島中条横須賀高畑西美菌東美菌油一色本沢合道本沼貴布祢小
林普地高薗竜南新野新堀八 幡永 島上 善地 小松 内野 内野 台一 丁目

内野台二丁目 内野台三丁目 内野台四丁目 平口染地台一丁目染地台二丁目

染地台三丁目 染地台四丁目染地台五丁目染地台六丁目 上島中瀬豊保於目

禄 堅 尾 野 宮 日 新 原 大平堀谷灰木三大地四大地

天竜区｜二俣町二俣二俣町大園二俣町阿蔵二俣町鹿島二俣町南鹿島山東次郎八新田

大谷船明只来横川横山 町 月 小 川 相 津 伊 砂 大 川 佐 久 谷 山 西 雲

名東雲名熊神沢大栗安西藤平東藤平阿寺芦窪長沢懐山石神上

野河島青谷渡ケ島米沢日 明 緑 恵 台 春 野 町 領 家 春 野 町 堀 之 内 春 野 町 胡

桃平春野町和泉平春野町砂川春野町大時春野町長蔵寺春野町石打松下春野

町田黒春野町筏戸大上春野町五和春野町越木平春野町田河内春野町牧野春
野町花島春野町杉春野町川上春野町宮川春野町気回春野町豊岡春野町石切

春野町小俣京丸佐久間町浦川佐久間町川合佐久間町半場佐久間町中部佐久

間町佐久間佐久間町奥領家佐久間町相月 佐久間町戸口佐久間町上平山佐久間

町大井水窪町奥領家水窪町地頭方水窪町山住龍山町大嶺龍山町戸倉龍山町

下平山龍山町瀬尻

別表第2（第3条関係）
（平21条例1・一部改正）

名称 位置 所管区域

中区役所 浜松市中区元城町103番地の2 中区の区域

東区役所 浜松市東区流通元町20番3号 東区の区域

西区役所 浜松市西区雄踏一丁目31番1号 西区の区域

南区役所 浜松市南区江之島町600番地のl 南区の区域

北区役所 浜松市北区細iI町気賀305番地 北区の区域

浜北区役所 浜松市浜北区西美菌6番地 浜北区の区域

天竜区役所 浜松市天竜区二俣町二俣481番地 天竜区の区域

別表第3（第5条関係）
（平23条例46・一部改正）

区 区協議会の名称 区協議会委員の定数
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中区 中区協議会 20人以内

東区 東区協議会 20人以内

西区 西区協議会 25人以内

南区 南区協議会 20人以内

北区 北区協議会 25人以内

浜北区 浜北区協議会 20人以内

天竜区 天竜区協議会 25人以内
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6 
大分類「（ 6）大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目の方向性・取り組み（案）
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瓦豆天面雇麗移譲
区への権限移譲にともなう議会
としてのチェック機能のあり方
（民主）

G 固に対する働きかけ
地方議会の充実強化と活性化
（ヨコ会）

く会議の性格＞
O当面、要綱で設置する議長の招集会議とし
今後、区への権限移譲や機能・組織体制の
強化を捉え、特別委員会や地方自治法第
100条第12項に基づく協議の場などの位置
づけを検討する。

0区づくり推進横浜市会議員会議については
位置付けを明確にすべき

－その他
議会は、必要があると認めるときは、区で

執行される事務その他区の行政について、具
体的かつ個別的に検討する場を設置する ζ と
ができることとしてはどうか。



－質疑・質問の形態

大分類（3）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目

1 質疑・質問の形態について
一括方式で実施している本会議での質疑・質問を審議上、質問者が一括方式、分割

方式、一問一答方式の質問形態を選択することについて協議した結果、
①週丘と怠土Lとする。
②一橋台宝f 分割方式‘一問一答方式の撰4日制止して宴怖する。
③段階を追って進める、まずは一括育費，L・4キ割方式の撰択制で宴航する。

との意見に分かれたため、引き続き協議することを決定した。 (H25. 1. 9委員会）

2 質疑・質問の形態に即した議場の改修について
本会議での質疑・質問の形態により、質問者と答弁者の対面式や自席発言などが考

えられるが、どの程度までの改修が必要かについて協議した結果、
①II.丘と怠』Lとする。
②できる範囲で政修する。
⑤皐隼J)!Q2車盗をする。

との意見に分かれたため、引き続き協議することを決定した。 (H25目 1.9委員会）

F: 
/, 



基本的な論点『（1）議会・議員の活動原則.Irこ関する他都市における特徴ある取り組み
8 

※基本的な論点に基づき、各会派から提出された検討項目を整理した。その実施の有無を含め協議する。 No.1 

基本的な論点 論点に対する会派等 会派等提出の検討項目

提出の検討項目 他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 考え方

大分類 中分類
（抽象化） 提案

検討内容会派

各都市とも議会基本条例の前文で「住民の代表機関としての役割等Jを明記 横浜市会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代

【規定例】
表であり、市民自治の要である。
日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議会の議員と長をそれ

－住民が自治体の長及び議会の議員をれ直ぞ接れ選が挙県す民るのと負いうこ元代表制の下、三重県民の代表 ぞれ住民が直後選挙し、議事機関としての合議制の議会と執行機関として選ばれている議員と知事は、そ 託にこたえる責務を負っている（三重
県） として独任制の長とによる二元代表制をとっており、議会と長とは、相

互に独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、そ

－地方分権時代のさなかにあり、地方自治体の自己決定権の拡大が進むのに伴い、議員の合 れぞれの特性を活かし、適切にその役割を果たすことが求められてい

a位置付け
議体である県議会は、知事ととともに県民の富接選挙により選出さ責れ務たが県ま民すのま代表であるとい る。

民主 市政における議会の位置付けを明確にする。 うニ元代表制の一翼を担う存在として、その果たすべき役割及び ます増大してきて 近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分
おり、県議会のあるべき姿を再確認し、明確にすることが求められている（福島県） 権社会への転換が進められ、日本最大の市である横浜市において

・私たち名古屋市会は、選体挙ので制選度ばとれしてた、議そ員れでぞ構れ成直さ接れ選る挙市で民選のば代れ表たでiあり、市民知事の要で
は、大都市特有の課題をはじめとした多くの市政課題が複雑高度化

する中、横浜市会が多くの吋す権る限監と視責及任びを担う大都市の議会として、市
ある。憲法は元、地代方表自制治在 議員からなる議会と市 長その他の執行機関に対 評価並びに政策立案及び政
長とによるこ をとっており、議会と市長とは、相互に独立対等な立場で、緊張関係を

策提言など議会が果たすべ〈機能、既を存最の大枠限組にみ発に揮はしてとらいくためには、保ちながら、市政を運営していく仕組みとなっている。すなわち、議会は市の方針等を決定し、
横浜市会の伝統を重んじながら われない柔

市の仕事を実が施適し切、に行われているかをチェッヲし、一方、市長は、行政の執行責任者として、市
の施策 両者がそれぞれ適切に役割を果たすことで、よりよい市政を実現していくこと 軟な姿勢を併せ持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組ん

が期待されている（名古屋市） でいかなければならない。

－ニ元代表制における議会の地位・使命・責務・ 各都市とも議会基本条例において議会の活動原則として「議会の使命」、「議会運営の原
自民 権限 員l)J、「議会の役割・活動原則J、「議会の機能強化J、「長との関係J,r議会の説明責任』、『県

－議会の機能強化 （市）民との関係JJ広穂広報」などの項目を規定
（ ・－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーー．亭園時咽．．．．．．．．・・・・・ーーーー』圃ーーーーー，F

1 
【議会の使命】

） 

ニ元代表制における議会・市長の責務 県議会は民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県

E聾
① 議 政に適切に反映させる（神奈川県）

会 ~ 公明 ・・・・・・・・・・・ー・・・・晶喧晶ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーー，，．．．．．．．．．．．．．．．．

の ［議会運営の原貝I］】

議 活 市民に開かれた議会としての活動 公平かつ公Eな運営を原則とするとともに道民に開かれた運営を行わなければならない、合 規定、確認事項なし

員 動 議制機関として円滑かつ効率的な運営に努めなければならない、道政上の課題等に的確かっ 【議会の役割］
の 原 －・幽・．．．．値・．ー・ーーーーーー，．．．．． ・・・・・・・・・・・ー・ー－ーーーーー司胃．．．．．．．．．． ・ー－ー－－－－－－ーーー司曹司，．． 機動的に対応するため適宜開会するなど年聞を通じた議会運営に努める、会議案や意見案等 議会は、合議制である議事機関としての特性を踏まえ、次に掲げる

の審議に際し積権的な議員棺互の討議が行われるよう努める（北海道）；舌 員リ 役割を担うものとする。
動

【議会の役割］ (1）議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
原

議事機関として県の意思決定を行う、知事等の事務の執行について監視及び評価を行う、県 (2）市長等の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
員I]

政の課題に関し政策の立案及び提言を行う、議会活動で明らかとなった県政の課題、審議等 (3）市政等の調査研究を通じ、政策立案及び政策提言を行うこと。
b.役割・責任

の内容について県民に説明を行う（兵庫県） (4）意見書、決議等により、園等への意見表明等を行うこと。
（議案等の審議・審
査、事務の監視・評

【議会のの機審能議強及化び］審 【議会の活動原則］
価、政策立案・調査研
究、意見書・決議等に 議案 査、政策立案及び政策提言並びに知事等の事務の執行の監視及び評価 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基

よる国等への意見表 現在、地方自治体においては議会と首長との に関する議会の機能の強化を図る（岩手県） づき活動するものとする。

明等） ニ元代表制となっているもののの持、つ予権算限編は成4権とそ ［長との関係］
(1）議会活動の公正性及び透明審性議を確及保びす審る査このと内。

の日常的な執行という首長 相対的 (2）へ市の政説の課題並びに議案等の 容について、市

才、ット目 に大きく、近年の地方分権の推進により、その比 議会は二元代表制の一翼として、議1標決で権あをる有時し、知事等が執行権を有するという互いの役割 民 明責任を果たすこと。

重二は元一代層表増制加のし本ています。
分担の関係を尊重しつつ、共通の目 県民生活の向よ及び県勢の伸展に向け、自らの

(3）議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。無所属
旨からも、また最現すも住る民生活

機能を遂行しなければならない（大分県）
ウラブ

に身近な自治体の主権在民を実 ために
も、両輪の一方である議会が、これまで以上のカ ［議会の説明責任】

を培い、首長権限との正当なバランスを保ってい 議会運営における公正性及び透明性を確保するために必要な情報を公表するとともに、議会

〈事が重要であると考えます。 活動を広く県民に公開し、県民に対する説明責任を果たす（宮城県）

【県（市）民との関係］

県民が議会活動に参画する機会を確保するよう努める、請と県が願民で及等きびのる陳知（広情見島を及県県び民）意の見政を策審提査案にと反と映させるため公聴会及び参考人の制度の活用に努める、
らえ必要と認める場合、県民の意見を聴く機会を設けること きる（広島県）

［広聴広報］
県民に聞かれた議会を実現するため多様な手段を活用して積極的な広報及び広聴に努める

（鹿児島県）



基本的な論点「（1）議会・議員の活動原則JIこ関する他都市における特徴ある取り組み

No目2

基本的な論点 論点に対する会派等 会派等提出の検討項目

提出の検討項目 他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 考え方

大分類 中分類
（抽象化） 提案

検討内容会派

a位置付け ' 上記の中分類①議会の活動原則、a位置付けと同様 上記の中分類①議会の活動原則、a位置付けと同様

【議員の役割］

自民 議員活動 議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、かつ、合
（ 議制の議事機関である議会を構成する一員として、次の役割を担うも
1 

各都市とも議会基本条例において議員の活動原則として「議員の責務」、「議員活動J、「議員 のとする。
） ’・・・・・・・・a幽副・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーー”・・・・・・・・・・・・・白』ーーーーー． の倫理」などの項目を規定 (1）議案等の審議及び審査等を行うこと。

② 
(2）市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び議 議

【議員の責務］ 政策提言を行うこと。A. 員 市会議員としての活動を明確化"" 議員は、公選による公職にある者として市民を代表して活動を行い、研さんに努め高い倫理 (3）各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映さの 観に基づいて行動し、市民からの負託に応えなければならない（北九州市） 規定、確認事項なしE轟 ，舌
b.役割・責任

せること。
員 動 （議員聞討議、住民意 民主 ・・ー－ーーー－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－・・・・圃値白ーーーー－－『・・・・

【議員活動】
の 原 見の把握、能力研さん 市民の意見と市政にt関関をす構る成課す題るを者的と確しにて把市握民し主政策の決定及び形成に適切に反映させるこ

【議員の活動原則】
活 貝lj

等） 市会議員としての責任、義務、権利などについて と、市民を代表する機 福祉の向上と市の発展に資する調査研究を 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基
動 明確にする。 積極的に進めること、市の施策の効果を適切に評価しその公表に努めること、議会における政 づき活動するものとする。
原 策の決定の過程等について市民に説明すること（さいたま市） (1）市民の意見を的確に把握し、市政全体を見据えた幅広い視点及
員IJ ー・・ーー－．．．．．．．．．．．．．．．．幽幽圃値ーーー司．． ， ．． ，・・・・・・・・・・・・・・ーーー司ーー”・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー司

(2ぴえ）長、議市期会民的はのな言代展論表望のとを場し持てでっ議あてる員的こ聞確とのな及活判び発断合なを議討行制議うのこ等機とに関。よでりあ議る会こでと十を分踏なま【議員の倫理］
議員は県民の厳粛な負託により県政に携わる権能及び職責を有することを自覚し、県民の代

表として公正性及び高潔性を保持しなければならない（福島県） 審議をら尽く資す質このと。公明 議員の責務と議員活動のあり方
(3）自の 向上に不断に努めるとともに、高い倫理性わかを常に確
立し、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会活動を市民にわ りやす
〈説明すること。


